
 

 

   平成 28年度「岩手県子ども・若者育成支援強調月間」について 

 

１ 趣旨 

子ども・若者が次代の県土の担い手として健やかに、心豊かに成長することは県民すべての願いで

あり、震災からの復興を遂げるためにも不可欠なものである。しかし、従来の少年非行やいじめ、児

童虐待、児童ポルノへの対策、地域における子どもの安全確保のほか、近年は、ひきこもりやニート

等に象徴される困難を有する子ども・若者への支援、スマートフォンを始めとする新たな情報機器等

の普及を踏まえた違法・有害情報への対策、子どもの貧困対策等が求められるなど、子ども・若者育

成支援を巡る課題は依然として深刻である。 

これらの諸課題に対応するため、県は、内閣府主唱の「子ども・若者育成支援強調月間」に呼応し、

本年 11 月を「岩手県子ども・若者育成支援強調月間」（以下、「月間」という。）と定め、広報啓発等

の諸活動を集中的に実施することにより、県民の子ども・若者育成支援に対する理解を深めるととも

に、各種活動への積極的な参加を促し、県民運動の一層の充実と定着を図ることとする。 

 

２ 期間 

平成 28年 11月 1日（火）から 11月 30日（水）までの 1か月間 

 

３ 実施主体 

岩手県、岩手県教育委員会、岩手県警察本部、（公社）岩手県青少年育成県民会議、市町村、市町村

教育委員会、青少年育成市町村民会議（市町村青少年育成運動総合推進組織）、その他本月間に協賛す

る個人及び団体 

 

４ 後援（予定） 

岩手日報社、朝日新聞盛岡総局、毎日新聞盛岡支局、読売新聞盛岡支局、河北新報社盛岡総局、産

経新聞盛岡支局、岩手日日新聞社、ＮＨＫ盛岡放送局、ＩＢＣ岩手放送、テレビ岩手、エフエム岩手、

めんこいテレビ、岩手朝日テレビ、盛岡タイムス社 

 

５ 県主催事業 

(1) 「メディア対応能力養成講座」の開催（県内 4か所） 

青少年の指導的立場にある保護者や地域の方々が、青少年を巡るインターネット等の現状の体

験、理解を通じ、インターネット等が介在する青少年の非行・被害の背景を踏まえた防止活動に

資するため、下記の日程で研修を開催。 

ア 平成 28年 11月 ７日（月） 二戸地区合同庁舎 大会議室 

イ 平成 28年 11月 ９日（水） 矢巾町公民館２階第３、４研修室 

ウ 平成 28年 11月 21日（月） 宮古地区合同庁舎１階第２会議室 

エ 平成 28年 11月 28日（月） 水沢地区センター1階視聴覚研修室 

(2) 社会生活に困難を有する子ども・若者セミナーの開催 

  不登校・ひきこもり・ニート等の社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者への支

資料３ 



 

 

援について、保護者や教育関係者、支援機関関係者等を対象に公開セミナーを開催し、この問題

に対する理解を深めるとともに、支援施策の充実につなげるため、下記の日程で研修を開催。 

  平成 28年 11月 25日（金） 岩手県民情情報交流センター（アイーナ） 

                     会議室 501（Ａ）又は（Ｂ） 

(3）広報啓発活動 

ア メディア等を活用した、県民向けの子ども・若者育成支援に関する広報啓発 

イ 月間ポスターの掲示、リーフレットの配布による啓発活動 

(4) 青少年育成環境浄化のための、立入調査員による立入調査活動 

(5) 青少年育成委員による、地区内の青少年育成環境浄化に関する活動 

 

６ 市町村主催事業 

各市町村においては、地域の実情に応じて市町村教育委員会、警察及び青少年育成団体等と連携し

ながら、次に掲げる事業を実施するものとする。 

(1) 広報啓発活動 

ア 自治体広報紙、有線放送等を活用した青少年の健全育成に関する意識啓発 

イ 街頭啓発パレードの実施 

ウ 月間啓発ポスター、各種啓発資料の作成配布 

エ 地域の報道機関等を活用した、子ども・若者育成支援活動の紹介等 

(2) 地域活動 

ア 環境浄化活動 

・ 有害環境の実態調査、点検及び浄化活動 

・ 図書類等自動販売機及び不健全図書類等の撤去要請 

・ 図書類販売店（コンビニエンスストア、書店等）に対する、青少年への不健全図書類の不買

及び区分陳列方法の徹底に関する要請 

・ いわゆる複合カフェ、カラオケボックス等の事業者を対象とした、青少年の深夜立入制限や

適切な利用方法に向けた対策の要請 

・ 携帯電話等の情報端末販売店を対象とした、利用者へのフィルタリングサービスやソーシャ

ルネットワークサービスの適切な利用等、子ども・若者の情報モラル教育に関する情報提供の

要請 

・ 少年（補導）センター、市町村青少年育成委員等による環境浄化活動 

イ 「いわて家庭の日」（毎月第 3日曜日）運動の推進 

・ 市町村広報への「いわて家庭の日」広報啓発記事の掲載 

・ 各種イベント、会合等における「いわて家庭の日」の奨励、普及 

ウ 市町村の実情に即した地域懇談会の開催 

エ 愛の一声運動、あいさつ運動の実施 

オ スポーツ・文化活動やボランティア活動等、青少年の社会参加活動の促進 

カ その他、国の平成 28年度「子ども・若者育成支援強調月間」実施要綱に記載された事項 


